
事業費補助金調査票（表）

会計 款 項 目

01 02 07 02 62 － 15

　成田市航空機公害防止条例第7条の規定により、 【補助対象者】

成田国際空港周辺における航空機騒音を防止する 成田国際空港に係る騒防法第1種区域内に当該区域

ための民家防音工事に要する資金として，融資機関 の指定の際現に所在する住宅の所有者又は当該住

から空港周辺住民が防音工事資金を借り受けた場合， 宅に関する所有権以外の権利を有する者

予算の範囲内において当該融資機関への支払利子

の一部を市が補助することにより，民家防音工事を 【補助対象経費】

促進させることを目的とする。 ・融資機関から借り入れた防音工事資金に係る利子

【補助率】

融資機関の貸付利率から千葉県が定める利率

（3.71％）を控除した利率で3.7パーセント以内。

補給期間は、融資を受けた時から10年以内

54 年度 【国県等の補助率】

（市） 県：市補助額の50%

成田市航空機公害防止条例

（国） 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止 【近隣自治体の補助率】

等に関する法律（騒防法） ・各市町が同一基準で実施

（県）

3 成果指標：交付金額

（単位：円）

科 目 ・ 事 業 コ ー ド
事業 R4 予 算 額 3 千円

R3 決 算 額 0 千円

補 助 金 名 民家防音工事資金利子補給補助金

担 当 課 空港部　空港対策課 R5実施計画額 3 千円

千円

補 助 の 種 類 事業 H29 決 算 額 0 千円

事 業 名 民家防音工事資金利子補給事業 R2 決 算 額 0 千円

新 規 ・ 継 続 の 別 継続 R1 決 算 額 0 千円

令和3年度

成

果

指

標

金　額 件　数 割合

全体事業費

補 助 ・ 単 独 の 別 県補 H30 決 算 額 0

事

業

の

趣

旨

・

目

的

補

助

対

象

者

・

経

費

・

補

助

率

開始年度 昭和

根

拠

法

令

等

成田市成田国際空港民家防音工事資金利子補給金交付規則

千葉県成田国際空港周辺住宅防音改築工事資金利子補給事業補助金交付要綱

留

意

事

項

0 0.0%

0

自己負担 0 0.0%

決

算

内

訳

令和 年度決算額等 （単位：千円）

0

0

0

うち国補助 0 0.0%

年　度 数　値

うち市補助金

うち県補助 0 0.0% 令和元年度

令和2年度
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事業費補助金調査票（裏）

最
終
評
価

所
見

公
益
性

補助事業の趣旨・目的が公益性
のある事業に該当する

エ．その他市民の利益に寄与することができる事業 に該当

市の総合計画に合致する
成田市総合計画の基本目標である、「空港と共生し安心して暮らせるまちづく
り」に合致する。

項目 担当課確認欄

妥
当
性

特定財源控除後の補助率は1/2
以下である

はい

近隣自治体と比較した本市の補
助水準

普通

必
要
性

補助事業の趣旨・目的が社会経済情
勢や市民ニーズに適合する

はい
本事業を始めとする空港周辺地域の騒音対策は市民ニー
ズに合致する。

類似の補助事業はない はい

補
助
対
象
外
経
費

成田市補助金等交付規則運用方針第10条各号に掲げる経
費については、補助対象外としている
(補助対象外経費)
・補助事業等に直接関わりのない人件費に係る経費
・慶弔費及び交際費に係る経費
・懇親会及び飲食に係る経費
・慰労を目的とした旅費に係る経費
・入場料等受益者負担で賄うべき経費
・団体の資産形成（積立金等）につながる経費
・その他補助することが適当でないと認められる経費

はい

維持継続

　本事業は、「空港とともに発展するまちづくり」を推進する本市において、市の基本目標である「空港と共生し安心
して暮らせるまちづくり」の達成のため、空港周辺住民が防音工事資金を金融機関から借り入れた際の利子の一部
を補助するものである。
　空港の更なる機能強化により今後も航空需要の拡大や発着回数の増加が見込まれており、県の要綱に基づき周
辺市町で同様に行っているものであり、ここ15年本事業の利用実績はないが、現在の低金利では利用するメリット
が小さいことがその理由であると考えられ、金利が上がれば需要も高まるものと考えられることから、現在の水準を
維持して継続する。

有
効
性

補助金を交付することによる効果を
明確に示す成果指標はあるか

はい 補助額：令和元年度0円、R2年度0円、R3年度0円

補助金額に見合う効果があると
認められるか

はい 防音工事を促進する効果が期待できる。

明
確
性

個別の規則が整備されている はい

個別の要綱等が整備されている
※規則が整備されていない場合

－

要綱等に補助事業の趣旨・目的、対象
者、対象経費、算定基準が明記されてい
る

－

成田市補助金等交付規則に基づ
き適正に交付している

－
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